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○滝沢市物品の買入れ等競争入札参加資格要綱 

平成15年１月29日告示第26号 

改正 

平成18年３月31日告示第100号 

平成23年12月21日告示第222号 

平成24年９月７日告示第136号 

平成25年12月13日告示第176号 

平成26年12月26日告示第182号 

令和２年６月22日告示第140号 

令和３年６月17日告示第166号 

滝沢市物品の買入れ等競争入札参加資格要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の

５第１項及び第167条の11第２項の規定に基づき、競争入札に参加する者に必要な資格について必

要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において「滝沢市物品の買入れ等」とは、物品の買入れ、物品の製造の請負、物

品の修繕、物品の売払い及び物品の借入れ並びに建設関連業務委託（滝沢市建設関連業務委託競

争入札参加資格要綱（平成15年滝沢村告示第25号）第２条各号に規定する建設関連業務をいう。）

以外の業務委託をいう。 

（競争入札の参加者の資格） 

第３条 競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる基準に基づき行う資格の審査（以下「資格

審査」という。）を受け、滝沢市物品の買入れ等競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」

という。）に登載されなければならない。ただし、政令第167条の４第１項の規定に該当する者は、

資格審査を受けることができない。 

(１) 営業に関し法令上許可又は認可等を必要とする場合においてこれを受けていること。 

(２) 関係法令の規定による営業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖の処分を現に受けていな

いこと。 

(３) 営業に関し市長が認める実績を有すること。 

(４) 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申立てをした者、
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民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申立てをした者その他

経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

（資格審査の申請） 

第４条 資格審査を受けようとする者は、別表第１の左欄に掲げる受付の区分に応じ、それぞれ同

表の右欄に定める提出期限（その日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日（国民の祝日に関す

る法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日をいう。以下この項において同じ。）に当たると

きは、その翌日以後の日であって、当該日から最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日で

ない日）までに資格審査申請書その他資格審査に必要な書類（以下「申請書等」という。）を市

長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、提出期限を変更

することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、その都度申請書等を提出す

ることができる。 

（資格者名簿への登載） 

第５条 市長は、前条の規定による申請書等の提出を受けたときは、これを審査し、第３条各号に

該当すると認めた者を資格者名簿に登載するものとする。 

２ 市長は、資格者名簿の作成に当たっては、次に掲げる区分に応じ希望営業品目ごとに分類する

ものとする。 

(１) 市内に本社を有する者（市内） 

(２) 前号以外の者で、市内に契約権限を委任している支店、営業所等を有するもの（準市内） 

(３) 前２号以外の者で、市近郊（盛岡市、八幡平市、岩手郡又は紫波郡）に本社を有するもの

（広域） 

(４) 前３号以外の者で、岩手県内に本社を有するもの（県内） 

(５) 前４号以外の者（県外） 

３ 市長は、競争入札に参加する資格を有すると認めた者（以下「資格者」という。）の評点を行

うものとし、別表第２に掲げる各項目に該当する点数の合計点をもって評点数とする。 

４ 市長は、資格者名簿を作成したときは、申請書等を提出した者に、資格者名簿に登載又は登載

しなかった旨を通知するものとする。 

（資格者名簿の有効期限） 

第６条 資格審査の結果、資格者が登載されている資格者名簿の有効期間は、２会計年度とする。

ただし、２会計年度経過後翌２会計年度に係る資格者名簿が作成されるまでの間は、前２会計年
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度の資格者名簿をもってこれに代えるものとする。 

（変更の届出） 

第７条 資格者は、申請書等の記載事項に変更があったときは、直ちにその旨を書面により市長に

届け出なければならない。 

（資格者名簿からの抹消等） 

第８条 市長は、資格者名簿が作成された後において、資格者名簿に登録されている者が次の各号

のいずれかに該当することとなったときは、当該資格者の資格を取り消すとともに資格者名簿か

ら抹消するものとする。 

(１) 政令第167条の４第１項の規定に該当する者となったとき。 

(２) 申請書等に故意に偽りの事実を記載したことが明らかになったとき。 

(３) 事業を廃止したとき。 

２ 市長は、資格者が第３条第１号、第２号又は第４号に定める競争入札に参加する者に必要な資

格の基準に適合しないこととなったと認めたときは、当該資格者の資格を取り消し、資格者名簿

から抹消することができる。 

３ 市長は、前２項の規定により資格者の資格を取り消し資格者名簿から抹消したときは、直ちに

当該資格者に対し、その理由を明示して書面によりその旨を通知するものとする。 

（指名停止等の措置） 

第９条 市長は、資格者名簿が作成された後において、資格者名簿に登載されている者が次の各号

のいずれかに該当することとなったときは、滝沢市競争入札等参加資格審査委員会の意見を聴い

て、当該指名停止等をすることができる。 

(１) 政令第167条の４第２項各号に該当したとき。 

(２) 資格者名簿に登載されている者の責に帰すべき理由により、物品の買入れ等の契約を解除

されたとき。 

(３) その他著しく不適正な行為があったとき。 

２ 市長は、前項の規定により指名停止を行った資格者を現に指名しているときは、指名を取り消

すことができる。 

３ 市長は、第１項の規定により資格者を指名停止したときは、直ちに当該資格者に対し、その旨

を通知するものとする。 

附 則 

この告示は、平成15年１月29日から施行する。 
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附 則（平成18年３月31日告示第100号） 

この告示は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年12月21日告示第222号） 

この告示は、平成23年12月27日から施行する。 

附 則（平成24年９月７日告示第136号） 

この告示は、平成24年11月１日から施行する。 

附 則（平成25年12月13日告示第176号抄） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成26年１月１日から施行する。 

附 則（平成26年12月26日告示第182号） 

この告示は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年６月22日告示第140号） 

この告示は、令和２年７月１日から施行する。 

附 則（令和３年６月17日告示第166号） 

この告示は、令和３年６月17日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

区分 提出期限 

定期受付 西暦の奇数年の10月末日 

中間期受付 西暦の偶数年の10月末日 

別表第２（第５条関係） 

項目 区分 点数 

Ａ：販売等平均実績高（※１） 10億円以上 50点 

４億円以上10億円未満 48点 

２億円以上４億円未満 46点 

１億円以上２億円未満 44点 

５千万円以上１億円未満 42点 

３千万円以上５千万円未満 40点 

１千万円以上３千万円未満 38点 

５百万円以上１千万円未満 36点 
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３百万円以上５百万円未満 34点 

１百万円以上３百万円未満 32点 

１百万円未満 30点 

Ｂ：自己資本額 １億円以上 20点 

２千万円以上１億円未満 17点 

２百万円以上２千万円未満 14点 

１百万円以上２百万円未満 11点 

１百万円未満 ８点 

Ｃ：従業員数（※２） 50人以上 ５点 

20人以上50人未満 ４点 

５人以上20人未満 ３点 

５人未満 ２点 

Ｄ：流動比率（※３） 100％以上 20点 

80％以上100％未満 16点 

50％以上80％未満 12点 

50％未満 ８点 

Ｅ：営業年数 10年以上 ５点 

５年以上10年未満 ４点 

５年未満 ３点 

Ｆ：ＩＳＯ9000シリーズ認証取得評点 ２点 

Ｇ：ＩＳＯ14001認証取得評点 ２点 

【備考】 

（※１）直近２事業年度の売上高の平均額 

（※２）常時雇用職員数で、法人にあっては常勤役員、個人にあっては事業主を含む。 

（※３）流動比率＝流動資産／流動負債×100 


